
委託業務等成績評定通知実施要領 

 

（目的） 

第１ 本要領は、福島県土木部所掌業務委託の業務成績について、委託業務等成績評定要

領（平成１７年１１月１日施行。以下「評定要領」という。）第７及び第８の通知 

並びに評定要領第９第２項の回答に関する事項を定める。 

 

（対象業務） 

第２ 委託業務等成績評定の通知の対象とする委託業務は、評定要領第２に規定する全 

ての委託業務とする。 

 

（評定点等の通知） 

第３ 契約権者は、第３評定者から評定表の写しの提出がなされた後、速やかに当該委 

託業務の受注者に評定点を別記様式第１により通知するものとする。       

 また、評定要領第８に基づき評定を修正した場合についても同様とする。 

２ 通知事務は、契約担当課が行う。 

 

（説明請求） 

第４ 第３の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して 14 日以内に書面により、 

契約権者に評定点について説明が求めることができるものとする。 

 

（説明請求に対する回答） 

第５ 契約権者は、評定点の通知を受けた受注者から評定点について説明を求められた 

ときは、速やかに別記様式第２により回答するものとする。 

 ２ 契約権者は、前項の回答をする場合は、委託業務評定評価委員会に意見を求める 

ことができる。 

 

 

 



 ３ 前項の委託業務評定評価委員会は、「土木・建築（設備）工事検査実施要綱の改正 

及び請負工事成績評定要領等の制定について」（平成１４年６月１４日付け１４土検 

第１９８号土木部長通知）に基づき設置された本庁工事成績評定評価委員会、及び 

建設事務所工事成績評定評価委員会と兼ねることができるものとする。 

 ４ 前項の場合において、「請負工事成績評定通知実施要領」の別紙１「本庁工事成績 

評定評価委員会規則」及び別紙２「建設事務所工事成績評定評価委員会規則」にお 

ける「工事」を「工事又は委託業務等」に読み替えることができるものとする。 

 

   附則 

   １ この要領は、平成１７年１１月１日から施行する。 

   ２ この要領は、平成１９年１０月１日から施行する。 

３ この要領は、平成２３年 ４月１日から施行する。 

４ この要領は、令和 ２年 ３月２７日から施行する。 

 

 



別記様式第１ 

○○建第   号 

令和 年 月 日 

契約の相手方 

 所在地 

 商号又は名称 

  代表者氏名   様 

 

福島県○○建設事務所長 

 ○○ ○○  印 

 

委託業務等成績評定通知書 

 

 貴社が受注した下記の委託業務等について、委託業務等成績評定要領に基づき評定

した結果を通知します。 

 なお、評定の結果に疑義があるときは、当職に対してその疑義の旨を付して、この

書面の通知を受けた日から起算して 14日以内に書面により、説明を求めることがで

きます。 

 疑義の旨に対する説明は、書面により通知いたします。 

 なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下

記のとおりです。 

記 

１．委託業務等名    ○○業務 
２．履行期間      令和○年○月○日～令和○年○月○日 
３．完了検査年月日   令和○年○月○日 
４．評定点       付表１のとおり 
５．送付及び手続き等の問い合わせ先 
            〒○○○－○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ 
               福島県○○建設事務所 ○○宛 
               ＴＥＬ○○○－○○○○－○○○○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

付表１

実施能力の
評価

実施体制及
び執行計画

点／ 点 点／ 点 点／ 点 点／ 点

執行管理 点／ 点 点／ 点 点／ 点 点／ 点

品質管理 点／ 点 点／ 点 点／ 点 点／ 点

業務特性 点／ 点 点／ 点 点／ 点 点／ 点

創意工夫 点／ 点 点／ 点 点／ 点 点／ 点

説明調整能
力の評価

説明調整能
力

点／ 点 点／ 点 点／ 点 点／ 点

取組姿勢
責任感・積
極性・倫理

観

点／ 点 点／ 点 点／ 点 点／ 点

結果
評価

点／ 点 点／ 点 点／ 点 点／ 点

点 点 点 点

／ 100点 ／ 100点 ／ 100点 ／ 100点

契約番号：

項  目  別  評  定  点

業務名：

業務評定
（評定点／満点）

（注１）

技術者評定（注１）

管理技術者
主任技術者

（評定点／満点）
（注２）

担当技術者
（評定点／満点）

（注２，３）

照査技術者
（評定点／満点）

プ
ロ
セ
ス
評
価

実
施
状
況
の
評
価

評価項目 細 別

成果品の品質

評定点の小計（注４） 点／ 点 点／ 点 点

事故等による減点 点 点 点 点

点／ 点 点／

点 点

その他（　　　　　） 点 点 点

契約不適合に関する修補又は損
害賠償による減点

点 点

　　　４．評定点の小計は小数第一位を四捨五入し、整数としている。各項目の点数は、小数第二位を四捨五入

　　　　　している為、評定点の小計と合わない事がある。

点

総合評定点（注４）

　注）１．各項目の評定点及び満点は小数第二位を四捨五入して表示している。

      ２．地質調査においては、担当技術者及び主任技術者が該当する。

　　　３．「担当技術者」は、「主任技術者」の指示の基に業務を担当する者をいう。

　　　　「主任技術者」が直接業務を実施する場合には該当しない。

 



 

（参考様式） 
質  問  書 

 
令和  年  月  日 

 
 
 （発注者） 
                 様 
 
                                                   業者名 
                                                        住所 
                                                        氏名             印 
 
 
委託番号 
委 託 名 
 
 
下記事項について、質問しますので回答願います。 

 
番号 

 
質 問 事 項 

 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

別記様式第２ 
○○建第   号 

令和 年 月 日 

契約の相手方 

 所在地 

 商号又は名称 

  代表者氏名   様 

 

福島県○○建設事務所長 

 ○○ ○○  印 

 

委託業務等成績評定に係る説明書（回答） 

 

 令和  年  月  日付けで貴社から説明を求められた評定内容の疑義につい

て、下記のとおり回答します。 

 本説明書に疑義があるときは、当職に対してその疑義の旨を付して、この書面の回

答を受けた日から起算して 14日以内に書面により、再説明を求めることができます。 

 なお、再説明は○○建設事務所内に設けられた委託業務等成績評定審査委員会の審

議を経た上で行います。 

 疑義の旨に対する再説明は、書面により通知いたします。 

 また、再説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は

下記のとおりです。 

記 

１．委託業務等名      ○○業務 
２．疑義に対する回答 
 
 
 
３．送付及び手続き等の問い合わせ先 
             〒○○○－○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ 
               福島県○○建設事務所 ○○宛 
               ＴＥＬ○○○－○○○○－○○○○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

別記様式第３ 
○○建第   号 

令和 年 月 日 

契約の相手方 

 所在地 

 商号又は名称 

  代表者氏名   様 

 

福島県○○建設事務所長 

 ○○ ○○  印 

 

委託業務等成績評定に係る再説明書（回答） 

 

 

 令和  年  月  日付けで貴社から再説明を求められた評定内容について、下

記のとおり回答します。 

 

 

記 

 
１．委託業務等名       ○○業務 
 
２．疑義に対する回答 
 
 
 
 

 


